
公共交通検討幹事会運営要領 

 

（目的） 

第１条 「都市交通マスタープラン」及び、「地域公共交通計画」の策定にあた

り、「いわき都市圏総合都市交通推進協議会」（以下「協議会」という。）に提

案する事項について協議又は調整を行い、また第２条各号に掲げる事項につ

いて具体的かつ専門的な調査、検討を行うため、公共交通検討幹事会（以下「幹

事会」という。）を運営する。 

 

（協議事項） 

第２条 幹事会は次に掲げる事項を協議するものとする。 

 ⑴ 将来のまちづくりと地域公共交通の方向性について 

 ⑵ 公共交通ネットワークのイメージについて 

 ⑶ 実施施策について 

 ⑷ 数値指標や目標値の設定について 

 ⑸ その他上記に関連する事項について 

 

（幹事会） 

第３条 幹事会は、協議会会長が指名する幹事長が招集し、その座長となる。 

 

（その他） 

第４条 この要領に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事

長が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和２年 11 月 30 日から実施する。 

別紙１ 


